














政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

平成３０年４月２日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

  富山市高齢者軽度生活援助事業業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

    福祉保健部 長寿福祉課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

平成３０年４月２日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

    富山市牛島町９番４号 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

サービス提供１回につき 被保護者 その他の者 

１時間未満 1,035 円 835 円

１時間以上、1時間半未満 1,553 円 1,253 円

１時間半以上、２時間未満 2,071 円 1,671 円

 ６ 随意契約の理由 

    本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当

するため。 


